
公益財団法人長野県テクノ財団資産運用規則 

 
（目的） 

第１条 この規則は、公益財団法人長野県テクノ財団（以下「財団」という。）資産の

運用に関し、法令または定款に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的と

する。 

（運用対象資産） 

第２条  運用対象とする資産は、次のとおりとする。 

(1) 公益目的事業会計 

ア 技術振興基金 

イ 地域産業活性化基金 

ウ 高度技術研修・指導基金 

(2) 法人会計 

ア ものづくり振興基金 

     （運用方針） 

第３条 前条の資産は、元本償還の確実性が高く、かつ固定資産として効率的な運用

益が得られ、又は利用価値を生ずる方法で運用を行う。 

（運用方法） 

第４条 運用方法は、次のとおりとする。 

(1) 預貯金 

(2) 国債 

(3) 政府保証債         

(4) 財投機関債 

(5) 公庫・公団債 

(6) 地方債 

(7) 国際機関、外国政府、外国公共部門又は外国法人の発行する債券 

(8) 日本の格付機関のうち 1 社以上が、長期債務についてＡ格以上と格付している

事業債 

(9) 日本の格付機関のうち 1社以上、かつ、外国の格付機関のうち 1社以上が、長期

債務についてＡＡ格以上の格付をしている円建外債（仕組債を含む。） 

２ 第１項の規定にかかわらず、理事会が特に認めた場合は、第１項に掲げる運用方

法以外の商品に運用することができる。 

３ 資産の運用に当たっては、次に掲げる事項に十分留意し、金融商品の種類、金融

機関又は発行体、運用機関等のポートフォリオを勘案し、分散運用を図る。 

(1) 安全性（信用性） 

(2) 収益性 

(3) 市場性（換金性） 

４ 「資産運用総括表」、「月次資金収支計画」等を作成し、総合的、計画的、機動的、

効率的な運用に努める。 

     （資産運用責任者） 

第５条 理事長は、資産運用責任者として専務理事を任命し、資産の運用管理に当た



らせるものとする。 

２ 資産運用責任者は、善良なる管理者の注意義務を払うとともに、定款及び法令に

従い、この法人のために忠実に職務を執行しなければならない。 

（維持管理） 

第６条 資産運用責任者は、常に社会経済情勢を勘案し、有効適切な資産運用を図る

ものとする。 

２ その他の資産が管理業務その他必要な業務活動の財源に充てる運用財産である場

合には、貸借対照表においては特定資産として計上した上で、合理的な範囲で公益目

的保有財産にはしないことを財産管理台帳において明記しなければならない。 

（資産運用委員会） 

第７条 理事長は、資産運用について具体的な事案を随時検討するため、資産運用委

員会を設置することができる。 

２ 資産運用委員会の組織、委員、運営方法等は別に定めるものとする。 

（運用手続） 

第８条 資産運用責任者は、運用に当たっては、資産運用委員会の検討結果を基に運

用案を作成し、あらかじめ理事長の決裁を受けなければならない。 

  但し、運用に急を要する場合は、理事長の承認を得て、資産運用責任者が運用方

法を決定することができる。 

（改廃） 

第９条 この規則の改廃は理事会の決議を経て行う。 

（その他） 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、資産の運用に関し必要な事項は理事長が別

に定める。 

 

 

附則 

   この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１

項に定める公益法人として本財団の設立の登記の日から施行する。 


